
「第４２回全国中学生人権作文コンテスト」愛媛県大会実施要領

１ 主 催

松山地方法務局、愛媛県人権擁護委員連合会

２ 後 援

愛媛県、愛媛県教育委員会、愛媛新聞社、ＮＨＫ松山放送局、南海放送、テレビ

愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、愛媛ＦＣ、愛媛マンダリンパイレーツ、愛媛

オレンジバイキングス、愛媛県人権啓発活動ネットワーク協議会

３ 趣 旨

次代を担う中学生が人権問題について作文を書くことによって、人権尊重の重要

性、必要性についての理解を深めるとともに豊かな人権感覚を身に付けること、及

び入賞作品を国民に周知広報することによって、広く一般に人権尊重思想を根付か

せることを目的とする。

４ 応 募 規 定

(1) 対象

愛媛県内の中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に在学

する生徒並びに外国人学校に在学する者で中学生に準ずる生徒

なお、国外にある日本国内の中学校と同等の教育を行う日本人学校等に在学す

る生徒から応募があった場合の取扱いについては、松山地方法務局人権擁護課に

おいて中央大会主催者との間で協議する。

(2) 作文の内容

日常の家庭生活、学校生活、グループ活動あるいは地域社会との関わりなどの

中で得た体験等を通じて、基本的人権の重要性、必要性について考えたことなど

を題材としたものとする。

(3) 応募原稿の枚数

学校名、氏名、題名を除いて、４００字詰原稿用紙５枚以内とする。外国語で

作文を作成した場合又は視覚に障害があり、点字若しくは録音テープで作文を作

成した場合には、それぞれ４００字詰原稿用紙５枚以内の翻訳文、墨字又は反訳

文とする。

なお、５枚を超えた場合は、審査の対象とならない。

(4) 作文の様式

提出する作文については、手書き、パソコン等で作成したものいずれも可とす

る。

５ 地区大会の実施

愛媛県大会の予選として、松山地方法務局人権擁護課及び管内支局において地区

大会を実施する。

【地区大会】

①中予地区大会

（対象地区）



松山市、伊予市、東温市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町、上浮穴郡久万高原

町

（主催者）

松山地方法務局人権擁護課、松山人権擁護委員協議会

（〒790-8505 松山市宮田町１８８番地６ Tel 089-932-0888)

②大洲地区大会

（対象地区）

大洲市、西予市、八幡浜市、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町

（主催者）

松山地方法務局大洲支局、大洲人権擁護委員協議会

（〒795-0065 大洲市東若宮２番地８ Tel 0893-50-5055）

③西条地区大会

（対象地区）

西条市、新居浜市

（主催者）

松山地方法務局西条支局、西条人権擁護委員協議会

（〒793-0023 西条市明屋敷１６８番地１ Tel 0897-56-0188）

④四国中央地区大会

（対象地区）

四国中央市

（主催者）

松山地方法務局四国中央支局、四国中央人権擁護委員協議会

（〒799-0405 四国中央市三島中央５丁目４番３１号 Tel 0896-23-2407)

⑤今治地区大会

（対象地区）

今治市、越智郡上島町

（主催者）

松山地方法務局今治支局、今治人権擁護委員協議会

（〒794-0042 今治市旭町１丁目３番地３ Tel 0898-22-0855）

⑥宇和島地区大会

（対象地区）

宇和島市、北宇和郡鬼北町、北宇和郡松野町、南宇和郡愛南町

（主催者）

松山地方法務局宇和島支局、宇和島人権擁護委員協議会

（〒798-0036 宇和島市天神町４番４０号 Tel 0895-22-0770）

６ 推薦基準等

地区大会主催者は、応募作品の中から愛媛県大会に推薦する作品を選出し、令和

５年１０月１９日（木）までに、推薦作品を別紙送付書とともに松山地方法務局人



権擁護課宛て提出する。

地区大会主催者から愛媛県大会に推薦する作品数は、応募総数に応じて以下のと

おりとする。

〔総応募作品数〕 〔推薦作品数〕

５００編未満の場合 ２編

５００編以上１，５００編未満の場合 ３編

１，５００編以上 ４編

７ 表 彰 等

(1) 愛媛県大会審査会

愛媛県大会審査会における審査により、上記６における推薦作品の中から最優

秀賞及び優秀賞の各賞を決定する。

なお、賞は次の１３賞とし、入賞作品の応募者には表彰状及び副賞を授与する。

・最優秀賞（２編）

松山地方法務局長賞、愛媛県人権擁護委員連合会長賞

・優 秀 賞（１１編）

愛媛県教育委員会教育長賞、愛媛新聞社賞、ＮＨＫ松山放送局賞、南海放送

賞、テレビ愛媛賞、あいテレビ賞、愛媛朝日テレビ賞、愛媛ＦＣ賞、愛媛マ

ンダリンパイレーツ賞、愛媛オレンジバイキングス賞、愛媛県人権擁護委員

連合会子ども人権委員会委員長賞

(2) 入賞発表（予定）

令和５年１１月下旬をめどに松山地方法務局のホームページ（http://houmuky

oku.moj.go.jp/matsuyama/）において行う。

なお、入賞作品の応募者に対しては、令和５年１１月中旬に所属校を経由して

通知するものとする。

(3) 表彰式（予定）

令和５年１２月に表彰式を行う。

(4) 参加賞（予定）

応募者全員に、参加賞を贈呈する。

(5) 感謝状

以下の中学校等に対して、中央大会主催者から感謝状を贈呈する。

ア 中央大会推薦作品の応募者が在籍する中学校等

イ 感謝状を贈呈する相当の理由があると認められる中学校等

８ 中央大会への推薦

「第４２回全国中学生人権作文コンテスト」実施要領に基づき、入賞作品のうち

の数編を中央大会に推薦する。

９ 応募に当たっての注意事項等

(1) 応募作品は、未発表のものに限る。

※未発表とは、他のコンテスト等に応募していないこと、又は作品集・ホーム

ページ等で一般に公表されていないことをいう。

(2) 応募作品は、返却しない。

(3) 応募作品の著作権は、主催者に帰属するものとする。



(4) 入賞作品については、一般に公表することを予定しているので、公表を希望し

ない作品については応募することができない。

また、作品中に登場する人物（本人及びその同居する親族以外）について、個

人の特定が可能であると認められる場合に、当該個人から作品を公表することに

ついての承諾が得られないときも同様とする。

・公表部分：学校名、学年・氏名（下記⑸の場合を除く）、題名及び本文

・公表方法：法務局ホームページ、作品集・ポスターへの掲載、新聞、自治体

広報紙、テレビ・ラジオによる報道等（予定）

(5) 作品の公表に当たって、応募者が希望する場合は、「氏名」又は「学年・氏

名」を非公表とする。

(6) 作品の公表に当たっては、作品の趣旨を損なわない範囲で一部修正することが

ある。

(7) 応募作品について、転載等を希望する場合は、事前に松山地方法務局人権擁護

課に連絡する。



別紙

１　推薦作品一覧表

作品
番号

学　年 作者氏名　（ふりがな）
氏名等の非公表希望

(無／氏名／学年・氏名)

1

2

3

4

（注）

２　推薦作品の連絡先一覧表

作品
番号

1

2

3

4

３　未発表作品・作中登場人物等の公表承諾の調査について

(例)

1

2

3

4
・他のコンテスト
　　への参加　　□なし
・一般への公表　□なし

①作者自身（必須）
②

①作者及びその保護者　　　□承諾
②　　　　　　　　　　　　□承諾
（　　　　　　　　　　　　　　）

・他のコンテスト
　　への参加　　□なし
・一般への公表　□なし

①作者自身（必須）
②

①作者及びその保護者　　　□承諾
②　　　　　　　　　　　　□承諾
（　　　　　　　　　　　　　　）

・他のコンテスト
　　への参加　　□なし
・一般への公表　□なし

①作者自身（必須）
②

①作者及びその保護者　　　□承諾
②　　　　　　　　　　　　□承諾
（　　　　　　　　　　　　　　）

・他のコンテスト
　への参加　　　■なし
・一般への公表　■なし

①作者自身（必須）
②祖母
③クラスで自転車に
乗れない子

①作者及びその保護者　　　■承諾
②祖母　　　　　　　　　　■承諾
（意思表示が難しい状態にあるため、代わりに同居する保護者から
の承諾を得た）
③生徒本人及びその保護者　■承諾
（特定の生徒の事であり、その承諾を得た）

・他のコンテスト
　　への参加　　□なし
・一般への公表　□なし

①作者自身（必須）
②

①作者及びその保護者　　　□承諾
②　　　　　　　　　　　　□承諾
（　　　　　　　　　　　　　　）

作品
番号

要領９⑴
未発表について

要領９⑷　公表承諾について

キーワード 公表承諾の状況

「第４２回全国中学生人権作文コンテスト」愛媛県大会
応　募　作　品　送　付　書

大会名：　　　        　  地区大会

応募校数：

総応募作品数：

作品名（ふりがな）

作者氏名は、賞状の作成に利用するため、俗字等字体に注意し、学校に確認の上、正確に記載すること。パソコンで表示で
きない文字については、当該文字の字形情報のＰＤＦ等を送付すること。

学校名 学校長名 担当教諭名
電話番号

ＦＡＸ番号


